
 

令 和 元 年 １ ０ 月 ４ 日 

総 務 部 職 員 課        

    

    

会計年度任用職員制度の導入等に伴う関連規程の整備について 

 

 

１ 趣旨 

  地方公共団体における行政需要の多様化等に対応し、公務の能率

的かつ適正な運用を推進するため、地方公務員法及び地方自治法の

一部を改正する法律に基づき、会計年度任用職員の任用及び給付に

ついて規定を整備する。また、現行の臨時的任用職員及び非常勤職

員については、会計年度任用職員に移行し、適正な任用・勤務条件

を確保する。 

【法改正の概要】 

(1) 特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件を厳格化 

(2) 一般職の会計年度任用職員制度を創設し、任用、服務規律 

等を整理するとともに、期末手当の支給を可とする。 

 

２ 会計年度任用職員制度概要 

(1) 職の定義 

一会計年度を超えない範囲内でおかれる非常勤の職であり、そ

の職務内容や責任の程度は常勤職員と異なる。また、会計年度任

用職員は地方公務員法上一般職に適用される各規定が適用される。 

 

(2) ２３区統一事項 

会計年度任用職員の募集・採用の方法、支給する手当の種類・

対象・支給方法等の 23 区統一基準を決定した。（平成 30 年 11 月） 

  

(3) 勤務条件 

  ① 報酬・手当 

    常勤職員の給料表を適用して報酬額を決定するとともに、一

定の要件を満たす場合には期末手当を支給する。 

  ② 休暇等 

    法令等に規定された休暇を整備するとともに、地方公務員育

児休業法に基づく育児休業や部分休業が取得可能となる。 
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会計年度任用職員と特別職非常勤職員の主な制度比較 

    

    

会計年度任用職員 会計年度任用職員 会計年度任用職員 会計年度任用職員 

（現行） （現行） （現行） （現行） 

特別職非常勤職員特別職非常勤職員特別職非常勤職員特別職非常勤職員    

(1) 身分 一般職 特別職 
(2) 任期 １会計年度以内 １会計年度以内 
(3) 採用方法 選 考 ― 
(4) 給与等 

報 酬 （常勤職員の給料表を適用し、現行の特別職非常勤職員の報酬水準を基礎に同額以上の水準で移行） 報 酬 
(5) 報酬の種類 

地域手当、特殊勤務手当、 

超過勤務手当等に相当する報酬  ― 
(6) 期末手当 

年間最大２．６月分 （原則任期６か月以上の者） ― 
(7) 通勤費 勤務日数に関わらず費用弁償  週３日勤務以上 
(8) 旅費 鉄道賃、車賃等 鉄道賃、車賃等 
(9) 人事評価 対 象 実施中 
(10) 条件付採用 採用後１か月間 ― 
(11) 懲戒・分限 対 象 ― 
(12) 休暇 

年次有給休暇 

夏季休暇 等  年次有給休暇 

夏季休暇 等   
(13) 休業 育児休業・部分休業  育児休業 
(14) 服務 

秘密を守る義務、信用失墜行為の禁止、 政治的行為の制限、争議行為等の禁止職務に専念する義務 等 ― 
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３ 臨時的任用の適正確保 

(1) 職の定義 

臨時的任用は①緊急の場合②臨時の職に関する場合③採用候補

者や昇任候補者名簿がない場合に特例として認められているもの

であり、改正法においては、国家公務員の取扱いを踏まえ、「常時

勤務を要する職に欠員を生じた場合」に限定されるものである。 

 臨時的任用職員はフルタイムで任用し、常勤職員が行うべき業

務に従事する。 

（任用例） 

災害発生時に正規の職員を補充するまで、取り急ぎ要員を充

足する必要がある場合等 

  

(2) 勤務条件 

① 報酬・手当 

常勤職員と同様に給与及び諸手当を支給する。 

  ② 休暇等 

    常勤職員と同様の規定を整備（リフレッシュ休暇を除く）。職

の性質により、地方育児休業法については適用除外となる。 

 

 (3) 臨時的任用の留意点 

   臨時的任用は、競争試験や選考による厳格な能力実証を求めら

れないため、制度の適正運用の観点から、任用の事由、方法、期

間等については厳格な制限が設けられているものの実際の運用に

は慎重を期する必要がある。 

   一方で、関係規定を整備しておくことが望ましいとの総務省通

知を踏まえた災害発生時等の不測の事態に備えた対応も必要とな

ることから、給与及び勤務時間等の取扱いの規定を整備する。 
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江東区における臨時・非常勤職員の移行イメージ

職の種類 臨時的任用職員［地公法第22条第２項］主な職 ・事務補助・清掃作業　　　　　　　　１，５００人程度
適用法令 ・江東区臨時職員取扱要綱

職の移行 以下の全ての要件に該当する職  専門的な知識又は見識を有すること  当該知識経験等に基づき事務を行うこと  事務の種類が、助言、診断又は総務省令で定める事務であること ・ 常時勤務を要する職に欠員を生じた場合で、以下のいずれかの場合に該当する職  緊急の場合  臨時の職に関する場合  採用候補者名簿がない場合 上記以外の職
職の種類 特別職非常勤職員［地公法第３条第３項第３号及び第３号の２］ 臨時的任用職員［地公法第22条の３］ 会計年度任用職員［地公法第22条の２第１項］主な職 ・江東区医員・投票管理者及び開票管理者等　　　　　　　　　　　　１００人程度 （災害時等緊急・臨時の場合） ・江東区公文書等専門員・江東区個人番号カード交付受付員・保育補助員・事務補助・清掃作業　　　　１，９００人程度適用法令 ・江東区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例 ・江東区職員の給与に関する条例・江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 ・江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（・会計年度任用職員の任用等に関する規則※新設）（・会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則※新設）　

令和２年度～

現　　　　行
・江東区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例・江東区非常勤職員の付加報酬の支給に関する要綱（通勤手当相当）・江東区非常勤職員の年次有給休暇の付与に関する基準・江東区非常勤職員の年次有給休暇以外の休暇の付与に関する要綱・各職設置要綱

特別職非常勤職員［地公法第３条第３項第３号］・江東区公文書等専門員・江東区個人番号カード交付受付員・江東区医員・保育補助員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５００人程度
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■ 給与制度改正の体系図（イメージ）

現　行 改正後
職員の給与に関する条例[対象] 常勤職員[内容]常勤職員の給料、手当等に関する事項非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例[対象] 特別職非常勤職員[内容]非常勤報酬・通勤費相当額

臨時職員取扱要綱[対象] 臨時的任用職員[内容] 報酬、費用弁償その他

【新規制定】会計年度任用職員の給与条例※ 同条例施行規則も併せて制定[対象] 会計年度任用職員[内容] 報酬・期末手当通勤費相当額・旅費に関する事項職員の給与に関する条例[対象] 常勤職員・臨時的任用職員○ 臨時的任用職員を適用対象とする改正○ 会計年度任用職員を適用外とする改正非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例[対象] 特別職非常勤職員○ 会計年度任用職員を適用外とする改正職員の退職手当に関する条例[対象] 常勤職員○ 在職期間の通算から会計年度任用職員を除く改正

地方公務員法が適用となる会計年度任用職員制度の創設のための条例改正臨時的任用職員の要件厳格化に伴い、常勤職員同様の給与を支給するための条例改正

職員の退職手当に関する条例[対象] 常勤職員[内容] 退職手当に関する事項
要綱廃止

職員の特殊勤務手当に関する条例[対象] 常勤職員[内容] 特殊勤務手当に関する事項 職員の特殊勤務手当に関する条例改正なし
会計年度任⽤職員に適⽤される条例

準用
非常勤職員の⽀給例による
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■ 任⽤制度改正の体系図（イメージ）

現　行 改正後
職員の結核休養に関する条例[対象] 職員（特別職・臨時的任用職員を除く）[内容]職員の結核休養に関する事項職員の懲戒に関する条例[対象] 職員[内容]職員の懲戒（戒告、減給、停職、免職）の効果、手続き等に関する事項

職員の結核休養に関する条例[対象] 常勤職員○ 会計年度任用職員を適用外とする改正○ 臨時的任用職員を適用外とする改正職員の懲戒に関する条例[対象] 常勤職員・会計年度任用職員○ 会計年度任用職員の減給について規定を追加職員の育児休業等に関する条例[対象] 常勤職員・会計年度任用職員○ 一定の条件を満たす会計年度任用職員は部分休業を取得可能とする規定を追加○ 会計年度任用職員の部分休業における減給について規定を追加

地方公務員法が適用となる会計年度任用職員制度創設のため、適用関係について規定を整備会計年度任用職員の任用・勤務時間等について規則に委任

職員の育児休業等に関する条例[対象] 常勤職員・特別職非常勤職員[内容] 育児休業に関する事項一定の条件を満たす非常勤職員は育児休業が取得可能

（各職）非常勤職員設置要綱[対象] 特別職非常勤職員[内容] 任用等に関する事項

職員の分限に関する条例[対象] 職員[内容]職員の分限（休職、降給、降任、免職）の事由、基準、手続き等に関する事項 職員の分限に関する条例[対象] 常勤職員・会計年度任用職員○ 会計年度任用職員の休職期間について規定を追加

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例[対象] 常勤職員[内容] 職員の勤務時間等に関する事項 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例[対象] 常勤職員・臨時的任用職員○ 会計年度任用職員を適用外とする改正○ 臨時的任用職員の休暇等について規定を追加【新規制定】会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則[対象] 会計年度任用職員○ 会計年度任用職員の勤務時間等に関する事項
臨時職員取扱要綱[対象] 臨時的任用職員[内容] 任用等に関する事項 【新規制定】会計年度任用職員の任用等に関する規則[対象] 会計年度任用職員○ 会計年度任用職員の任用等に関する事項

規則に委任非常勤職員の年次有給休暇に関する基準非常勤職員の年次有給休暇以外の休暇に関する要綱[対象] 特別職非常勤職員廃止する要綱
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令和元年 10 月４日 

総 務 部 職 員 課 

 

江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例について 

 

 

１ 趣旨  

地方公務員法の一部を改正する法律により新たに会計年度任用職員が創設

されることに伴い、現行の臨時的任用職員及び非常勤職員の多くが会計年度任

用職員に移行するため、適正な勤務条件の確保の観点から「江東区会計年度任

用職員の給与及び費用弁償に関する条例」を制定する。 

２ 目的 

  新たに創設される会計年度任用職員に報酬、期末手当及び費用弁償を支給す

ることを目的とする。 

３ 条例の概要 

（１） 会計年度任用職員に支給する報酬、期末手当に関する事項 

  ① 報酬 

    報酬額の決定は、常勤職員の給料表を適用し、任用される職種又は職に

応じて、原則、常勤職員の給料表（１級）を超えない範囲内において月額、

日額及び時間額の報酬とする。 

報酬の種類は、地域手当、特殊勤務手当、超過勤務手当等に相当する報

酬とする。 

  ② 期末手当 

    ３月１日、６月１日及び１２月１日の基準日に在職する会計年度任用職

員に期末手当を支給する。支給月数はそれぞれ、１００分の２５、１００

分の１１５、１００分の１２０とする。    

（２） 会計年度任用職員に支給する費用弁償に関する事項 

  ① 通勤に係る費用弁償 

    常勤職員と同様の支給要件に該当するときは、通勤費相当額を支給する。 

  ② 旅行に係る費用弁償 

   特別職非常勤職員における旅費の支給の例により、鉄道賃、船賃、航空

賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料を支給する。  

４ 条例案 

  別紙のとおり 

５ 施行日 

  令和２年４月１日 
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江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２

第５項及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）

第２４条第５項の規定に基づき、法第２２条の２第１項第１号に規定する会

計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）の給与及び費用弁償

に関する事項を定めることを目的とする。 

（給与） 

第２条 会計年度任用職員には、報酬及び期末手当を支給する。 

２ 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。 

３ この条例による給与は、現金で直接会計年度任用職員に支払わなければな

らない。ただし、会計年度任用職員から申出のある場合には、口座振替の方

法により支払うことができる。 

（給料表） 

第３条 会計年度任用職員の報酬の額の決定には、給料表を用いるものとする。

ただし、次条第２項に規定する職に従事する会計年度任用職員については、

この限りでない。 

２ 前項の給料表の種類は、江東区職員の給与に関する条例（昭和３０年４月

江東区条例第７号。以下「給与条例」という。）第６条第１項第１号ア及び

イ並びに同項第２号アからウまでに掲げる給料表並びに江東区立幼稚園教育

職員の給与に関する条例（平成１２年３月江東区条例第４８号。以下「幼稚

園教育職員給与条例」という。）第６条第１項に規定する給料表のとおりと

する。 

３ 前項の給料表は、当該会計年度任用職員が採用された日の属する年度の初

日において施行されている給与条例及び幼稚園教育職員給与条例に規定する

給料表をいう。 

（報酬の額） 

第４条 会計年度任用職員の報酬（第７条第１項に規定する地域手当に相当す

る報酬、第８条第１項に規定する特殊勤務手当に相当する報酬、第１０条第

１項に規定する超過勤務手当に相当する報酬、第１１条に規定する休日給に8



相当する報酬及び第１２条に規定する夜勤手当に相当する報酬（以下これら

を総称して「諸手当相当報酬」という。）を含まないものをいう。以下この

条から第６条までにおいて同じ。）の額は、月額、日額又は時間額で定める

ものとし、別表に掲げる職種又は職に応じ、同表額の種別の欄に掲げる月額、

日額又は時間額を超えない範囲内において、次条に定めるところにより、任

命権者が決定するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表に掲げる職種又は職の分類により難いもの

と任命権者が認める職に従事する会計年度任用職員の報酬の額については、

月額で定める職にあっては３００，０００円、日額で定める職にあっては１

６，７００円、時間額で定める職にあっては２，８００円を超えない範囲内

において、任命権者が決定するものとする。 

３ 前２項の規定により報酬の額を決定する場合には、職員の職務の複雑性、

特殊性、困難性及び責任の軽重に応じ、かつ、常勤の職員の給与との権衡を

考慮しなければならない。 

４ 前３項に規定するもののほか、会計年度任用職員の報酬の額の決定に関し

必要な事項は、特別区人事委員会（以下「人事委員会」という。）の承認を

得て規則で定める。 

第５条 月額で報酬を定める会計年度任用職員の勤務１月当たりの報酬額は、

基準月額に、当該職員について定められた１週間当たりの勤務時間を３８．

７５で除して得た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたとき

は、これを切り捨てた額）とする。 

２ 日額で報酬を定める会計年度任用職員の勤務１日当たりの報酬額は、基準

月額を２１で除して得た額に、当該職員について定められた１日当たりの勤

務時間を７．７５で除して得た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数

を生じたときは、これを切り捨てた額）とする。 

３ 時間額で報酬を定める会計年度任用職員の勤務１時間当たりの報酬額は、

基準月額を１６２．７５で除して得た額（その額に１円未満の端数を生じた

ときは、これを切り捨てた額）とする。 

４ 前３項の「基準月額」とは、これらの規定に規定する会計年度任用職員の

１週間当たりの通常の勤務時間が江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関9



する条例（平成１０年３月江東区条例第８号）第２条第１項に定める職員と

同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要と

なる知識、技術及び職務経験等に照らして前条により決定した報酬の額とす

る。 

（報酬の支給方法） 

第６条 会計年度任用職員の報酬は、月の１日から末日までの期間（以下「給

与期間」という。）につき、毎月１回、規則で定める日に、その全額を支給

する。 

２ 新たに月額で報酬を定める会計年度任用職員となった者に対しては、その

日から報酬を支給し、報酬額に異動を生じた者に対しては、その日から新た

に決定された報酬を支給する。ただし、離職した会計年度任用職員が即日他

の職の会計年度任用職員に任命されたときは、その日の翌日から報酬を支給

する。 

３ 月額で報酬を定める会計年度任用職員が離職したときは、その日まで報酬

を支給する。 

４ 前２項の規定により報酬を支給する場合であって、給与期間の初日から支

給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、

その報酬額は、その給与期間の現日数から会計年度任用職員について定めら

れた週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）の日数を差し

引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 

５ 月額で報酬を定める会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで報酬

を支給する。 

６ 日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員に対しては、その者の勤

務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。 

（地域手当に相当する報酬） 

第７条 会計年度任用職員には、地域手当に相当する報酬を支給する。 

２ 前項に規定する地域手当に相当する報酬の額は、当該職員の報酬（諸手当

相当報酬を含まないものをいう。）の１００分の２０の範囲内の額とする。 

３ 会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬の支給額、支給方法その他地

域手当に相当する報酬の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て10



規則で定める。 

（特殊勤務手当に相当する報酬） 

第８条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、

給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を報酬で考慮することが適

当でないと認められるものに従事する会計年度任用職員（教育公務員特例法

（昭和２４年法律第１号。以下「教特法」という。）第２条第２項に規定す

る講師に該当する者を除く。）には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手

当に相当する報酬を支給する。 

２ 前項に規定する特殊勤務手当に相当する報酬の額は、当該職員の報酬（諸

手当相当報酬を含まないものをいう。）の１００分の２５を超えない範囲内

において定める。ただし、職務の性質により特別の必要がある場合は、この

限りでない。 

３ 会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬の種類、支給範囲及び支

給額等については、江東区職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１０年３

月江東区条例第９号。以下「特勤条例」という。）の規定を準用する。 

（報酬の減額等） 

第９条 月額で報酬を定める会計年度任用職員がその定められた勤務時間（以

下この条から第１２条までにおいて「所定の勤務時間」という。）中に勤務

しないときは、休日である場合、人事委員会の承認を得て規則で定める有給

の休暇による場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除すること

につき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない１時間につき、

第１３条第１号に定める勤務１時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給す

る。 

２ 日額で報酬を定める会計年度任用職員が所定の勤務時間中に勤務しないと

きは、休日である場合、人事委員会の承認を得て規則で定める有給の休暇に

よる場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任

命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない１時間につき、第１３条

第２号に定める勤務１時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。 

３ 時間額で報酬を定める会計年度任用職員が所定の勤務時間中に人事委員会

の承認を得て規則で定める有給の休暇を取得したとき並びにその勤務しない11



こと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があったときは、

当該勤務時間１時間につき、第１３条第３号に定める勤務１時間当たりの報

酬額を報酬として支給する。 

４ 前３項の承認の基準は、人事委員会の承認を得て規則で定める。 

（超過勤務手当に相当する報酬） 

第１０条 所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた会計年度任

用職員には、その所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、超

過勤務手当に相当する報酬を支給する。 

２ 前項に規定する超過勤務手当に相当する報酬の額は、勤務１時間につき、

第１３条各号の規定により算出する勤務１時間当たりの報酬額に所定の勤務

時間以外の時間に勤務した次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ１

００分の１２５から１００分の１５０までの範囲内で人事委員会の承認を得

て規則で定める割合（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間で

ある場合は、その割合に１００分の２５を加算した割合）を乗じて得た額と

する。ただし、会計年度任用職員が第１号に掲げる勤務で所定の勤務時間以

外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における所

定の勤務時間との合計が７時間４５分に達するまでの間の勤務に係る本文に

規定する報酬の額は、勤務１時間につき、第１３条各号の規定により算出す

る勤務１時間当たりの報酬額に１００分の１００（その勤務が午後１０時か

ら翌日の午前５時までの間である場合は、１００分の１２５）を乗じて得た

額とする。 

(1) 所定の勤務時間が割り振られた日（次条の規定により休日給に相当する

報酬が支給されることとなる日を除く。）における勤務 

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 

３ 前２項の規定に定めるもののほか、あらかじめ割り振られた１週間の所定

の勤務時間（以下「割振り変更前の所定の勤務時間」という。）を超えて週

休日とされた日に所定の勤務時間を割り振られた会計年度任用職員には、当

該所定の勤務時間に相当する時間（３８時間４５分から当該割振り変更前の

所定の勤務時間を減じて得た時間及び次条の規定により休日給に相当する報

酬が支給されることとなる時間を合計して得た時間（当該合計して得た時間12



が当該割振り変更前の所定の勤務時間を超えて勤務した時間を超える場合に

あっては、当該時間）を除く。次項において「割振り変更前の所定の勤務時

間を超えて勤務した時間」という。）に対して、勤務１時間につき、第１３

条各号の規定により算出する勤務１時間当たりの報酬額に１００分の２５か

ら１００分の５０までの範囲内で人事委員会の承認を得て規則で定める割合

を乗じて得た額を超過勤務手当に相当する報酬として支給する。 

４ 所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間と割振り変更前の所定の勤務時

間を超えて勤務した時間との合計が１月について６０時間を超えた会計年度

任用職員には、その６０時間を超えて勤務した全時間に対して、前３項の規

定にかかわらず、勤務１時間につき、第１３条各号の規定により算出する勤

務１時間当たりの報酬額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号

に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当に相当する報酬として支給する。 

(1) 第２項各号に掲げる勤務の時間 １００分の１５０（その時間が午後１

０時から翌日の午前５時までの間である場合は、１００分の１７５） 

(2) 前項の規定による勤務の時間 １００分の５０ 

（休日給に相当する報酬） 

第１１条 休日の勤務として所定の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会

計年度任用職員には、所定の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務１

時間につき、第１３条各号の規定により算出する勤務１時間当たりの報酬額

に１００分の１２５から１００分の１５０までの範囲内で人事委員会の承認

を得て規則で定める割合を乗じて得た額を休日給に相当する報酬として支給

する。 

（夜勤手当に相当する報酬） 

第１２条 所定の勤務時間として、午後１０時から翌日の午前５時までの間に

勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間

に対して、勤務１時間につき、次条各号の規定により算出する勤務１時間当

たりの報酬額の１００分の２５を夜勤手当に相当する報酬として支給する。 

（勤務１時間当たりの報酬額の算出） 

第１３条 第９条から前条までに規定する勤務１時間当たりの報酬額は、次の

各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 13



(1) 月額で報酬を定める会計年度任用職員 第４条及び第５条の規定により

決定された報酬の月額及び人事委員会の承認を得て規則で定める手当に相

当する報酬の月額の合計額に１２を乗じ、その額を３８．７５に５２を乗

じた時間から３８．７５を５で除して得た時間に人事委員会の承認を得て

規則で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額に、３８．

７５を会計年度任用職員について定められた１週間当たりの勤務時間で除

したものを乗じて得た額 

(2) 日額で報酬を定める会計年度任用職員 第４条及び第５条の規定により

決定された報酬の日額及び人事委員会の承認を得て規則で定める手当に相

当する報酬の日額の合計額を会計年度任用職員について定められた１日当

たりの勤務時間で除して得た額 

(3) 時間額で報酬を定める会計年度任用職員 第４条及び第５条の規定によ

り決定された報酬の時間額及び人事委員会の承認を得て規則で定める手当

に相当する報酬の時間額の合計額 

（休職等となった会計年度任用職員の給与） 

第１４条 会計年度任用職員のうち、教特法第２条第２項に規定する講師に該

当する者が教特法第１４条に規定する事由に該当して休職にされたときは、

その休職の期間中、これに報酬（第８条及び第１０条から第１２条までに規

定する報酬を除く。）の１００分の１００の額を支給することができる。 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下

「育児休業法」という。）第２条第１項の規定による育児休業中の会計年度

任用職員については、育児休業法第７条の規定により、期末手当を支給する

ことができる。 

３ 前２項の場合を除き、法第２８条第２項若しくは職員の休職の事由等に関

する規則（昭和５３年特別区人事委員会規則第１７号。以下「休職規則」と

いう。）第２条第３号若しくは第４号（第１号及び第２号に準ずる場合を除

く。）の規定による休職、法第５５条の２第５項の規定による休職又は育児

休業法第２条第１項の規定による育児休業となった会計年度任用職員に対し

ては、休職等の期間中いかなる給与も支給しない。 

（給与と災害補償との関係） 14



第１５条 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通

勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法（昭和４２

年法律第１２１号）、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）又

は特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４３年特別区人

事・厚生事務組合条例第８号）の適用を受けて療養のため勤務しない期間に

ついては、次条の給与を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。 

（期末手当） 

第１６条 期末手当は、３月１日、６月１日及び１２月１日（以下「基準日」

という。）にそれぞれ在職する会計年度任用職員（規則で定める会計年度任

用職員を除く。）に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に

支給する。これらの基準日前１か月以内に退職し、又は死亡した会計年度任

用職員（規則で定める会計年度任用職員を除く。）についても、また同様と

する。 

２ 期末手当の額は、第４条及び第５条の規定により決定された報酬を基礎と

して規則で定める額に、３月に支給する場合においては１００分の２５、６

月に支給する場合においては１００分の１１５、１２月に支給する場合にお

いては１００分の１２０を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて

得た額とする。 

３ 期末手当の不支給及び一時差止めは、給与条例の適用を受ける職員の例に

よる。 

４ 前３項に規定するもののほか、会計年度任用職員の期末手当の支給等に関

し必要な事項は人事委員会の承認を得て規則で定める。 

（通勤に係る費用弁償） 

第１７条 会計年度任用職員が給与条例第１４条第１項各号に定める通勤手当

の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。 

２ 会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、

人事委員会の承認を得て規則で定める。 

（公務のための旅行に係る費用弁償） 

第１８条 会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、

その旅行に係る費用弁償を支給する。 15



２ 会計年度任用職員の旅行に係る費用弁償の額及び支給方法は、江東区非常

勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年１１月江東区条例第１

３号）の適用を受ける非常勤職員の例による。 

（給与からの控除） 

第１９条 次の各号に掲げるものは、会計年度任用職員に給与を支給する際、

その給与から控除することができる。 

(1) 会計年度任用職員の居住の用に供する東京都又は区の施設の使用料及び

その使用に必要な経費 

(2) 会計年度任用職員がその福利厚生を目的として組織する団体で区長が適

当と認めたもの（以下「互助会」という。）の会費並びに互助会の貸付金

及び立替金に係る返還金及び利子 

(3) 互助会が取り扱う保険料及び火災共済事業の共済掛金 

(4) 東京都職員信用組合及び中央労働金庫に対する貯蓄金並びにこれらの法

人の貸付金にかかる返還金及び利子 

（別に定めのある職員の給与） 

第２０条 第２条から前条までの規定にかかわらず、勤務条件について別に定

めのある会計年度任用職員の給与については、常勤の職員の給与との権衡及

びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。 

（委任） 

第２１条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会と協議の上、規則

で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（給与の種類及び基準の準用） 

２ 法第５７条の規定に基づく単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基

準については、この条例中給与の種類及び基準に関する規定を準用する。 

別表（第４条関係） 

職種又は職 給料表 額の種別 

16



備考  

１ この表において「職種」とは、職員の採用・昇任等に関する一般基準

（平成１３年３月２９日特別区人事委員会決定）１３(1)②に規定する

職種をいう。 

２ この表において「講師」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）

第２７条第１０項に規定する講師をいう。 

 

月額 日額 時間額 

職
種

 

事務系 行政職給料

表（一） 

給料表の１級

の額 

月額を２１

で除して得

た額 

月額を１６

２．７５で

除して得た

額 

福祉系 行政職給料

表（一） 

給料表の１級

の額 

一般技

術系 

行政職給料

表（一） 

給料表の１級

の額 

医療技

術系 

医療職給料

表（一） 

給料表の１級

の額 

医療職給料 

表（二） 

給料表の１級 

の額 

医療職給料

表（三） 

給料表の１級

の額 

技能系 行政職給料

表（二） 

給料表の１級

の額 

業務系 行政職給料

表（二） 

給料表の１級

の額 

職
 

講師 幼稚園教育

職員給料表 

給料表の１級

の額 
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令和元年１０月４日 

総 務 部 職 員 課 

 

江東区職員の分限に関する条例の一部改正について（概要）  
項目 条例 内     容 

改正の趣旨  地方公務員法の一部改正により新たに会計年度任用

職員制度が創設されることに伴い、条例の一部を改正す

る。 

休職の期間 第４条 会計年度任用職員に係る休職の期間については、地方

公務員法の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲

内において定める旨を追加する。 

復職 第６条 会計年度任用職員の休職期間中の復職について定め

る旨を追加する。 

附則   令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 2別紙 2別紙 2別紙 2
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江東区職員の分限に関する条例 新旧対照表 現行 改正案 第１条～第３条 （略） 第１条～第３条 （略） （休職の期間） （休職の期間） 第４条 （略） 第４条 （略） （加える） ２ 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「３年を超えない範囲内」とあるのは「法第２２条の２第１項及び第２項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。 ２・３ （略）  ３・４ （略） 第５条 （略） 第５条 （略） （復職） （復職） 第６条 第４条第１項及び第３項に規定する休職期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。 第６条 第４条第１項（同条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び第４項に規定する休職期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。 ２ （略）  ２ （略） 
 附 則 
 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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令和元年１０月４日 

総 務 部 職 員 課 

 

江東区職員の結核休養に関する条例の一部改正について（概要）  
項目 条例 内     容 

改正の趣旨  地方公務員法の一部改正により新たに会計年度任用

職員制度が創設されることに伴い、条例の一部を改正す

る。 

定義 第２条 結核休養の対象から除く職員を追加する。 

附則   令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 3別紙 3別紙 3別紙 3
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江東区職員の結核休養に関する条例 新旧対照表 現行 改正案 第１条 （略） 第１条 （略） （用語の意義） （定義） 第２条 この条例で職員とは、区から給料を受けている者をいう。但し、次に掲げる者を除く。 第２条 この条例において「職員」とは、区から給料を受けている者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 (1) 地方公務員法第３条第３項に定める特別職の職員 (1) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項に定める特別職の職員 （加える） (2) 非常勤職員（地方公務員法第２８条の５第１項又は第２８条の６第２項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。） （加える） (3) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員（地方公務員法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用されている職員を除く。） (2) 条件付採用期間中の職員 (4) 地方公務員法第２２条に規定する条件付採用になっている職員 (3) （略） (5) （略） 第３条～第８条 （略） 第３条～第８条 （略） 別表 （略） 別表 （略）  附 則  この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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令和元年１０月４日 

総 務 部 職 員 課 

 

江東区職員の懲戒に関する条例の一部改正について（概要）  
項目 条例 内     容 

改正の趣旨  地方公務員法の一部改正により新たに会計年度任用

職員制度が創設されることに伴い、条例の一部を改正す

る。 

減給の効果 第３条 会計年度任用職員に係る減給処分にあっては、諸手当

相当の報酬を除く報酬を減給の対象とする旨を追加す

る。 

附則   令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 4別紙 4別紙 4別紙 4
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江東区職員の懲戒に関する条例 新旧対照表 現行 改正案 第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略） （減給の効果） （減給の効果） 第３条 減給は、１日以上６月以下の範囲で給料の５分の１以下を減ずるものとする。 第３条 減給は、１日以上６月以下の範囲で給料（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項第１号に掲げる職員については、報酬（会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年１０月江東区条例第 号）第７条第１項に規定する地域手当に相当する報酬、第８条第１項に規定する特殊勤務手当に相当する報酬、第１０条第１項に規定する超過勤務手当に相当する報酬、第１１条に規定する休日給に相当する報酬及び第１２条に規定する夜勤手当に相当する報酬を除く。））の５分の１以下を減ずるものとする。 第４条～第６条 （略） 第４条～第６条 （略）  附 則  この条例は、令和２年４月１日から施行する。    
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令和元年１０月４日 

総 務 部 職 員 課 

 

江東区職員の育児休業に関する条例の一部改正について（概要）  
項目 条例 内     容 

改正の趣旨  地方公務員法の一部改正により新たに会計年度任用

職員制度が創設されることに伴い、条例の一部を改正す

る。 

部分休業をする

ことができない

職員 

第１４条 非常勤職員のうち部分休業をすることができない職

員として、特定職に引き続き在職した期間が１年以上で

あること及び規則で定める一定の勤務日数、勤務時間を

満たす職員以外の職員を加える。 

部分休業の承認 第１５条 会計年度任用職員の部分休業の承認単位及び承認時

間を加える。 

部分休業におけ

る給与の減額 

第１６条 会計年度任用職員の部分休業における報酬の減額に

ついて加える。 

附則   令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 5別紙 5別紙 5別紙 5
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江東区職員の育児休業等に関する条例 新旧対照表 現行 改正案 第１条～第１３条（略） 第１条～第１３条（略） （部分休業をすることができない職員） （部分休業をすることができない職員） 第１４条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。 第１４条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。 (1) （略） (1) （略） (2) 非常勤職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の５第１項又は第２８条の６第２項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。） 
 （加える） 
 （加える） 

(2) 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の５第１項又は第２８条の６第２項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。） ア 特定職に引き続き在職した期間が一年以上である非常勤職員 イ 勤務日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員 （部分休業の承認） （部分休業の承認） 第１５条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、３０分を単位として行うものとする。 第１５条 部分休業の承認は、正規の勤務時間（前条第２号ア及びイのいずれにも該当する非常勤職員のうち、地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員にあっては当該会計年度任用職員について定められた勤務時間）の始め又は終わりにおいて、３０分を単位として行うものとする。 ２ （略） ２ （略） （加える） ３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき当該非常勤職員について定められた１日の勤務時間から５時間４５分を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。ただし、当該非常勤職員が勤務時間条例第１８条第２項の規定に基づく規則の規定による育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合における部分休業の承認については、１日につき当該非常勤職員について定められた１日の勤務時間から５時間４５分を減じた時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時
25



 

間を超えない範囲内で行うものとする。 （部分休業における給与の減額） （部分休業における給与の減額） 第１６条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、江東区職員の給与に関する条例（昭和３０年４月江東区条例第７号。以下「給与条例」という。）第１６条第１項及び江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例（平成１２年３月江東区条例第４８号。以下「幼稚園教育職員給与条例」という。）第１９条第１項の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、給与条例第２０条及び幼稚園教育職員給与条例第２２条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 

第１６条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、江東区職員の給与に関する条例（昭和３０年４月江東区条例第７号。以下「給与条例」という。）第１６条第１項、江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例（平成１２年３月江東区条例第４８号。以下「幼稚園教育職員給与条例」という。）第１９条第１項及び江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年１０月江東区条例第 号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。）第９条第１項から第３項までの規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、給与条例第２０条、幼稚園教育職員給与条例第２２条及び会計年度任用職員給与条例第１３条に規定する勤務１時間当たりの給与額（同条にあっては報酬額）を減額して給与を支給する。 第１７条・第１８条 （略） 第１７条・第１８条 （略） 
 附 則 
 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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令和元年１０月４日 

総 務 部 職 員 課 

 

江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正について（概要）  
項目 条例 内     容 

改正の趣旨  地方公務員法の一部改正により新たに会計年度任用

職員制度が創設されることに伴い、条例の一部を改正す

る。 

趣旨 第１条 教育公務員特例法に定める教員のうち、講師について

は、会計年度任用職員として任用されるため、教員から

講師を除く。 

年次有給休暇 第１３条 地方公務員法に基づく臨時的任用職員及び地方公務

員の育児休業等に関する法律に基づく臨時的任用職員

のうち、常時勤務するものの年次有給休暇について別に

規則で定める旨を加える。 

特別休暇 第１４条 臨時的任用職員の特別休暇について加える。 

育児休業に伴う

臨時的任用職員

等に対する特例 

第１８条 会計年度任用職員を含む非常勤職員の勤務時間、休

日、休暇等に関して別に定める旨を加える。 

附則   令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 6別紙 6別紙 6別紙 6
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江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 新旧対照表 現行 改正案 （趣旨） （趣旨） 第１条 （略） 第１条 （略） ２ 教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第２条第１項に定める教育公務員（区立幼稚園の園長及び教員に限る。）の勤務時間、休日、休暇等に関しては、別に条例で定める。 ２ 教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第２条第１項に定める教育公務員（区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭に限る。）の勤務時間、休日、休暇等に関しては、別に条例で定める。 第２条～第１２条 （略） 第２条～第１２条 （略） （年次有給休暇） （年次有給休暇） 第１３条 （略） 第１３条 （略） ２～４ （略） ２～４ （略） （加える） ５ 地方公務員法第２２条の３第１項の規定により臨時的に任用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項の規定により臨時的に任用された職員（常時勤務を要するものに限る。）の任用期間中の年次有給休暇は、第１項及び第２項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、規則で定める。 第１４条 （略） 第１４条 （略） （特別休暇） （特別休暇） 第１５条 任命権者は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇（以下「特別休暇」という。）として、公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、早期流産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看護のための休暇及び短期の介護休暇を承認するものとする。 （加える） 

第１５条 任命権者は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇（以下「特別休暇」という。）として、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める休暇を承認するものとする。 
 

 

 

 

 (1) 地方公務員法第２２条の３第１項の規定により臨時的に任用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項の規定により臨時的に任
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用された職員（常時勤務を要するものに限る。） 公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、早期流産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、子の看護のための休暇及び短期の介護休暇 (2) 前号以外の職員 公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、早期流産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看護のための休暇及び短期の介護休暇 ２ （略） ２ （略） 第１６条～第１７条 （略） 第１６条～第１７条 （略） （臨時職員に対する特例） （育児休業に伴う臨時的任用職員等に対する特例） 第１８条 臨時的に任用される職員の勤務時間、休日、休暇等に関しては、人事委員会の承認を得て、任命権者が定める。 第１８条 地方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項の規定により臨時的に任用される職員（常時勤務を要するものを除く。）の勤務時間、休日、休暇等に関しては、人事委員会の承認を得て、任命権者が定める。 （加える） ２ 非常勤職員（再任用短時間勤務職員を除く。）の勤務時間、休日、休暇等に関しては、第２条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮し、人事委員会の承認を得て、規則で定める。 第１９条 （略） 第１９条 （略） 
    附 則 
  この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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令和元年１０月４日 

総 務 部 職 員 課 

 

江東区非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例の一部改正について（概

要）  
項目 条例 内     容 

改正の趣旨  地方公務員法の一部改正により新たに会計年度任用

職員制度が創設されることに伴い、条例の一部を改正す

る。 

通則 第１条  会計年度任用職員に係る報酬及び費用弁償の額並び

にその支給方法については、本条例の適用外である旨を

規定する。 

附則   令和２年４月１日から施行する。 
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江東区非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例 新旧対照表 現行 改正案 江東区非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例 江東区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例 （通則） （通則） 第１条 江東区非常勤職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の５第１項又は第２８条の６第２項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「職員」という。）の報酬および費用弁償の額ならびにその支給方法については、特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。 
第１条 江東区非常勤職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員及び第２８条の５第１項又は第２８条の６第２項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「職員」という。）の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。 第２条～第４条（略） 第２条～第４条（略） 

 附 則  この条例は、令和２年４月１日から施行する。  
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